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緊急事態宣言の一部解除に伴う対応について 

5月 14日に政府から示された緊急事態宣言の一部解除を受けて、当該地域に所在する当社グループ

の拠点では、感染予防に最大限努めながら下記の対応を行うことを決定しましたのでお知らせ致しま

す。 

 

◇緊急事態宣言解除地域の対応 

・ 直営店舗 ＝ 準備が整い次第、順次再開 

・ 直営教室 ＝ 地域の学校の状況を確認しながら、順次再開 

・ 企業ミュージアム、工場見学 ＝ 当面、閉鎖継続 

・ 工場   ＝ 5月 18日から徐々に操業再開 

・ オフィス ＝ 5月 18日からオフィス再開 (ただし、在宅勤務を積極的に継続推進) 

 

なお、緊急事態宣言が継続する地域については、直営店舗・直営教室の休業、オフィスの在宅勤務

(一部のグループ従業員は休業)を継続します。 

 

 

当社グループは、お客様、ビジネスパートナー、従業員およびその家族の安全・健康を第一に考

え、新型コロナウイルスへの感染拡大防止に優先的に取り組んでおります。その上で、各国政府およ

び地方自治体の要請、指導に基づきながら、事業への影響を最小限に抑えるべく対応を行っておりま

す。 

 

以上 

 


